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第２回新常滑市民病院あり方検討委員会議事録 
 
１ 開催日時  平成２０年７月３０日（水） 

午後２時００分～午後４時００分 
 
２ 開催場所  常滑市民病院５階大会議室 
 
３ 出席委員  中部国際空港株式会社運用副本部長       荒 尾 和 史 

常滑市医師会会長               伊 藤 多 紀 
藤田保健衛生大学医学部放射線医学教室教授   片 田 和 広 
男女共同参画ネットとこなめ          片 山 凉 子 
常滑市民病院院長               鈴 木 勝 一 
愛知県知多保健所所長             高 木   巌 
連合愛知知多地域協議会 
常滑市労働組合連絡協議会代表         田 上 敬二郎 
常滑市民病院副院長              名 倉 英 一 
厚生労働省名古屋検疫所所長          橋 本 迪 子 
常滑市副市長                 古 川 泰 作 

 
４ 事務局   常滑市民病院事務局長             伊 藤 宣 之 

常滑市民病院業務課長             山 田 拓 雄 
        常滑市民病院管理課新病院建設準備担当主幹   八 谷 俊 之 

常滑市民病院管理課新病院建設準備担当副主幹  守 山   明 
常滑市民病院管理課新病院建設準備担当副主幹  太 田   弘 

 
５ その他   三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング 
 
６ 傍聴者   １９名 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



第２回新常滑市民病院あり方検討委員会次第 

 

日時 平成２０年７月３０日（水）午後２時００分～ 

場所 常滑市民病院 ５階大会議室 

 

１． 開会 

 

 

 

 

２．報告 

（１） 新常滑市民病院の建設に関する市民アンケート調査結果について・・・（資料１） 

平成１７年度実施の患者アンケート調査結果について・・・（資料２） 

市民アンケートと患者アンケートとの調査結果比較について・・・（資料３） 

 

 

（２） 現病院の状況について・・・（資料４） 

 

 

 

 

  （３） 公的病院の再編等の状況について・・・（資料５） 

 

 

 

 

３．議題 

（１） 新病院の必要性等について・・・（資料６） 

 

 

 

 

４．その他 

 

 

 

 

 

次回開催日  平成２０年 ８月２８日（木）１４時３０分から 



開会 午後２時００分 

管理主幹 定刻３分前です。会場にお見えになる方で、携帯電話をお持ちの方はマナーモード

に設定するか、電源をお切り下さい。 

委 員 長 定刻になりましたので、ただいまから第２回新常滑市民病院あり方検討委員会を始

めます。委員の皆様方、今日は暑い中、ご多忙にも関わらずご出席をいただきあり

がとうございます。 

第１回目では、常滑市民病院のあり方検討委員会の趣旨だとか運営方法の説明に終

わってしまい、討論ができなかったわけで、それでいいのかと言う批判もありまし

た。今日は、色んな意見が出て、本当に市民病院が必要かどうか、しっかり話し合

いをしていただきたいと思います。 

東北で大きな地震があって常滑でもいつ起きるか分からない、それを考えると新病

院をかなり早く考えないといけない。それから、医療の状況変化の中で特に医師不

足に伴う病院経営状況の悪化、病院機能の縮小あるいは、閉鎖が全国各地で起こっ

てきている。このような中で新病院をどうしたらいいか議論を尽くしていかなくて

はならない。この会でしっかりした議論ができる事を期待しています。なるべく早

く新病院をどうするのかを結論づけないと、今、働いている職員への勇気付けにも

なるので、しっかりと議論をして、早く結論を出して市長に答申をしたいと思いま

す。 

今日は、委員会として３点を事務局から説明したいと思います。まず第１点目とし

て、先ほど行われた新市民病院の建設についての「市民アンケート」の結果につい

て、２点目として常滑市民病院の現状として、知多半島の市民病院、愛知県内の規

模の似た市民病院との経営状況の比較についての報告、３点目として総務省から最

近でている公立病院改革ガイドラインでも問題化されている公的病院の再編だと

か広域化について愛知県内の再編の動向について。その３点を、まず事務局のほう

から現状認識ということで報告してもらいたいと思います。では、事務局お願いし

ます。 

事務局長 事務局から説明させていただきます。恐れ入りますが、座って説明をさせていただ

きますのでどうぞ宜しくお願いいたします。まず、始めに報告事項の１番から３番

までを報告させていただいた後、議題の（１）新病院の必要性等を議論いただきた

いと思います。説明に少し時間をいただきますので、宜しくお願いいたします。 

それでは、報告の１番のうち、新常滑市民病院の建設に関するアンケート調査結果

につきまして、報告させていただきます。 

配布しました資料１、右肩に書いてございますが、新常滑市民病院の建設に関する

市民アンケート調査結果をご覧ください。また、２８ページからは、市民の皆さん

に送付しましたアンケートを添付しましたので、それも合わせてご覧いただきなが

ら、お聞きいただきたいと存じます。 

１ページは、このアンケートの概要になります。『１アンケートの目的』ですが、

新病院建設の必要性、位置、診療機能等の要望を把握し、新病院のあり方の検討に

資することを目的に実施しました。『２対象者』は、無作為抽出しました、２０歳

から７９歳の市民で、青海地区３５１人、鬼崎地区５８９人、常滑地区６２６人、



南陵地区４３４人、年齢別は、２０歳代３３４人、３０歳代３７２人、４０歳代３

１４人、５０歳代３４０人、６０歳代３６１人、７０歳代２７９人で、合計２，０

００人です。『３配布・回収方法』は、アンケートを対象者の自宅に郵送し、回収

はコンサル会社で行いました。『４配布・回収数』ですが、配布数２，０００票で

回収数９７４票、回収率は４８．７％で、当初見込んでいました５０％を概ね達成

できました。こういう状況でございます。続きまして、２ページをお願いします。

ここからが、具体的なアンケートの回答で、問１から４までが回答者の属性その後

が、病院についてになっています。 

問１は性別で、男女比は、男性４、女性６の割合でした。なお、問いの所に（単回

答）となっているのは、回答は１つ、（複数回答）となっているのは、複数回答で

きるとし、この場合は、回答率の合計が１００％を超えることになります。問２は、

回答者の年齢で、６０歳代が多く続いて５０歳代、７０歳代となっています。問３

は、回答者の職業で会社員・公務員３０．６％、自営業・自由業１２．２％、パー

ト・アルバイト１４．６％で、就労者の割合は約６割でした。問４は、住所の地区

名で、常滑地区３２．５％、鬼崎地区２６．１％、南陵地区２０．１％、青海地区

１８．６％となっております。 

問５は、過去２年間に医療機関で受診したことがあるかどうかで、「ある」が８９．

９％でした。問６は、外来で利用している医療機関についてで、「市内の診療所」

５９．０％、「常滑市民病院」４３．２％で、「知多半島市町内の診療所」を始めと

する、他の回答は１５％以下で、外来では、常滑市内の医療機関を利用する傾向が

強いと推測されます。５ページは、問６の年齢別集計で、表の右下が７０歳代で、

「常滑市民病院」を利用する割合が、５９．９％で、年齢が高いほど、「常滑市民

病院」を利用する割合が高くなり、７０歳代では、「常滑市民病院」が「市内の診

療所」を上回っています。また、３０歳代から６０歳代は、６割以上が「市内の診

療所」を利用しています。尚、表の年代の横のカッコの中は回答者数を表していま

す。６ページは、問６の地区別集計で、各地区とも「市内の診療所」と「常滑市民

病院」が多くなっています。また、表の右下の「南陵地区」では、「市内の診療所」

と「常滑市民病院」の利用が他の地区より少なく、「知多半島市町内の病院」と「知

多半島市町内の診療所」の利用が他の地区より多くなっています。７ページの問７

は、問６の選択理由で、「自宅に近くて便利だから」が６１．１％、「自分や家族が

いつもかかっているから」が２９．４％で、以下は表のとおりです。 

７ページ中段から次の８ページは、「利用病院別」に集計した表です。四角囲みの

中に記載していますように、各医療機関とも「自宅に近くて便利だから」という理

由が最も多く、特に「常滑市民病院」と「市内の診療所」では７割を超し、他の医

療機関と比べて非常に多くなっています。また、「常滑市民病院」と「市内の診療

所」では、「自分や家族がいつもかかっているから」と「夜間や休日も対応してく

れるから」が、２番目３番目となっていることから、両機関は利用者にとって身近

な医療機関であると推測できます。「半田市立半田病院」、「知多市民病院」、「知多

半島以外の県内の病院」では、２番目の選択理由が「診療科や設備が充実している

から」となっていることから、診療科・設備が充実していれば、自宅近くでなくて



も選択する傾向があることが、推測できると思われます。 

次に、９ページ問８の最近５年間での入院した医療機関についてですが、入院する

機会がなかった５５．５％、未回答１０．２％を除く３４．３％が、入院で医療機

関を利用したと推定され、また、常滑市民病院が２２．２％で最も多くなっていま

す。１０ページは、問８の年齢別集計で、２０歳代から５０歳代と比べて６０歳代

と７０歳代は「常滑市民病院」の利用が多く、また、７０歳代は「入院する機会が

なかった」という割合が、他の年代と比較して大幅に少なくなっています。１１ペ

ージは、地区別集計で、各地区とも「常滑市民病院」の利用が最も多く、特に常滑

地区では、割合が高く、また、２番目に利用の多い病院として、青海地区では「知

多市民病院」、鬼崎地区では「知多半島以外の県内の病院」、常滑地区では「半田市

立半田病院」、南陵地区では「知多半島市町内の他の病院」と、それぞれに異なっ

ています。 

１２ページ問９は、医療機関の選択理由で、「自宅に近く便利だから」４３．４％、

次に「診療科や設備が充実しているから」が２６．３％、「夜間や休日にも対応し

てくれるから」が２０．４％となっています。その下が、利用病院別集計でありま

して、まず、「常滑市民病院」の選択理由は、「自宅に近く便利だから」６２．６％

と多く、次に「診療科や設備が充実しているから」が２８．５％、「夜間や休日に

も対応してくれるから」が２７．１％となっています。「半田市立半田病院」、「知

多市民病院」、「知多半島以外の県内の病院」の選択理由として最も多いのが、それ

ぞれ「診療科や設備が充実しているから」が３６．７％、「他の医療機関の医師等

に紹介されたから」が３２．０％、「他の医療機関の医師等に紹介されたから」が

４４．１％となっています。これらのことから、入院先として自宅近くの医療機関

を選択する傾向がある一方、自宅近くでなくても、診療科・設備が充実している場

合は、選択する傾向があると推測されます。 

続きまして、１４ページをお願いします。ここからが、新病院建設に関する問いで

ありまして、３１・３２ページに記載してあります、①新病院の建設の必要性 ②

常滑市民病院が常滑市の医療に果たしている役割 ③現在の病院の経営状況 ④

市の財政状況 ⑤新病院の建設費を読んだ上で回答いただくようお願いをさせて

いただきました。 

問１０は、新病院の建設や今後のあり方についてでありまして、「新病院を建設す

べきである」は６０．７％、「他の病院と統合すべきである」が９．４％、「わから

ない」と「未回答」を合わせると２０％になっております。その下が、年齢別、地

区別集計です。 

１５ページ問１１は、新病院の建設地についてで、「常滑地区ニュータウン」が４

１．７％、「現病院の隣接地」が３５．７％でありました。年齢別集計では、４０

歳代を除き「常滑地区ニュータウン」の回答が他を上回り、地区別集計では、青海

地区・常滑地区では「常滑地区ニュータウン」の回答が他を上回っています。 

次に１６ページ問１２は新病院の立地条件についてでありまして、「公共交通機関

の利便性」３６．４％、「敷地や施設の規模（十分な駐車場や病院内スペースの確

保）」３４．７％で、他の条件と比較しても非常に多いです。次いで、「入院の際の



療養環境」１５．５％、「道路交通の利便性」１２．２％となっています。１７ペ

ージは年齢別の集計で、３０歳代、４０歳代、６０歳代は「敷地や施設の規模」を

重視し、２０歳代、５０歳代、７０歳代は「公共交通機関の利便性」を重視してい

ます。１８ページは地区別集計で、青海地区は「敷地や施設の規模」を、他地区は

「公共交通機関の利便性」を重視しています。 

続きまして、問１３は、新病院の規模でベッド数についてですが、「市民の医療ニ

ーズを踏まえた上で規模を検討すべきである」６２．５％、「現在の規模を維持す

べきである」２０．２％、「経営状況を踏まえた上で規模の縮小を検討すべきであ

る」８．７％となっています。また、年齢別では、７０歳代が他の年齢と比較して、

「市民の医療ニーズを踏まえた上で規模を検討すべきである」の割合が低い傾向に

あります。２０ページの診療科につきましては、「市民の医療ニーズを踏まえた上

で診療科を検討すべきである」５２．０％、「現在の診療科を維持すべきである」

３３．８％、「経営状況を踏まえた上で診療科の縮小を検討すべきである」７．１％

となっています。また、年齢別では、６０歳代が他の年齢と比較して、「現在の診

療科を維持すべきである」の割合が高い傾向にあります。２１ページ問１４は、新

病院にどのような医療サービスの充実を望んでいるかでありますが、「２４時間対

応の救急医療体制」７３．９％、「小児医療や小児救急」４３．６％、「高度医療や

特殊医療を行う専門医療」４３．２％、「職員の質の向上」４２．７％となってい

ます。このことから、新病院の医療サービスとして、救急医療や高度医療の充実が

求められていることが、推測されます。２２ページは年齢別集計で、各年代とも「２

４時間対応の救急医療体制」が最も多く、２０歳代から４０歳代は、「小児医療や

小児救急」が２番目もしくは３番目に多くなっています。年齢が高いほど「高齢者

総合診療科等による高齢者医療」が多く、６０歳代と７０歳代では２番目に多くな

っています。２３ページは地区別集計で、各地区とも「２４時間対応の救急医療体

制」が最も多く、７割を超えています。 

２４ページ問１５は、新病院の施設や設備面で望むことについてでありますが、「患

者の安全に配慮した人に優しい施設」６０．８％、「検査結果や治療内容について

わかりやすく説明が受けられる情報システム」５８．３％、「自動再来受付機や、

診察・薬・会計などの待ち時間を表示する待ち時間対策システム」４６．６％、「駐

車場台数の充実」４６．２％となっております。続きまして、２５ページは年齢別

集計であります、いずれの年代も概ね同じような回答傾向になっています。２７ペ

ージは地区別集計でありまして、各地区とも「患者の安全に配慮した人に優しい施

設」、「検査結果や治療内容についてわかりやすく説明が受けられる情報システム」

が多く、概ね同じような回答傾向になっています。 

以上、「新常滑市民病院の建設に関するアンケート調査結果」の報告とさせていた

だきます。 

続きまして、資料２をご覧いただきたいと思います。右肩の方に資料２と書いてご

ざいます。これは、平成１７年度に実施いたしました常滑市民病院の『患者アンケ

ート調査結果』についてであります。１ページがアンケートの概要であります。ま

ず『１アンケートの目的』ですが、新病院の整備基本計画に資するため実施したも



のでございます。『２対象者』は入院患者、外来患者で、『３調査方法』はそれぞれ、

アンケート用紙を直接手渡し、回収箱で回収しました。実施日は記載のように、平

成１７年１０月、回収数は入院１８９票、外来５７７票でした。２ページから７ペ

ージが「入院患者アンケート結果」、８ページから１４ページが、入院患者用アン

ケートそのものを、添付いたしました。１５ページから２０ページが「外来患者ア

ンケート結果」、２１ページから２６ページが、外来患者用アンケートそのものを

同じように、添付いたしました。アンケート結果につきまして少し触れさせていた

だきます。４ページをご覧ください。問１は、常滑市民病院に入院、または面会時

の交通手段ですが、電車等の公共交通機関利用より、自動車等が相当多くなってい

る状況です。続いて６ページ問１０の新病院へ入院する際の交通手段も問１と同じ

ような傾向でありました。続きまして、１７ページ問１、外来患者の交通手段と、

１９ページ新病院への外来患者の交通手段ですが、先ほどの入院患者アンケートと

同様の傾向でありました。残りの部分につきましては、時間の都合で省略させてい

ただきますが、後ほど一読いただければと思います。なお、この１７年度実施の患

者アンケート結果を、添付させていただきましたのは、今回実施しました、「市民

アンケート」と同じ内容のアンケート項目があり、参考比較するためでございます。 

それでは、資料３「市民アンケートと患者アンケートとの調査結果比較」について、

ご覧ください。１ページ、常滑市民病院を受診した理由についてですが、両アンケ

ートとも「自宅に近くて便利だから」がトップとなっていますが、市民アンケート

の方が割合がかなり高くなっています。 

また、患者アンケートの第２位は「診療科や設備が充実しているから」１９．２％、

次いで「夜間や休日も対応してくれるから」１６．８％で、市民アンケート順位と

異なっています。次に２ページ、常滑市民病院を入院先として、選んだ理由につい

てですが、両アンケートとも「自宅に近くて便利だから」がトップとなっています。

また、患者アンケートの第２位は「他の医療機関の医師等に紹介されたから」２７．

０％、次いで、「自分や家族がいつもかかっているから」２４．９％で、市民アン

ケート順位と異なっています。３ページ、新病院では、どのような医療サービスを

望んでいるかですが、いずれのアンケートでも「２４時間対応の救急医療体制」が

トップで、「高度医療や特殊医療を行う専門医療」の割合が高いです。また、市民

アンケートでは、「小児医療や小児救急」が多かったが、患者アンケートでは、「高

齢者総合診療科等による高齢者医療」の割合が高くなっています。次に４ページ、

新病院の施設や設備面で望むことについてですが、市民アンケート、外来患者アン

ケートでは「患者の安全に配慮した人に優しい施設」がトップですが、入院患者ア

ンケートでは「駐車場台数の充実」がトップとなっています。また、いずれのアン

ケートでも「検査結果や治療内容についてわかりやすく説明が受けられる情報シス

テム」が高い割合を占めています。以上、市民アンケートと患者アンケートとの調

査結果比較の説明とさせていただきます。 

続きまして、報告の２番「現病院の状況について」を説明させていただきます。こ

のことにつきましては、委員さんから新病院のあり方を検討するにあたり資料が必

要とご指摘がございました。そう言うことも合わせて説明をさせていただくもので



す。資料の４をご覧ください。この表は、知多管内４病院と、当院の経営規模に近

い５病院の経営状況を比較したものです。表の見方ですが、左列から年度で、１９

年度から１５年度まで記載してあります。その右列が各指標で、上から病床数で、

１９年度の当院は３００床、一番少ないのが、東海市民病院の１９９床、多いのが

半田市立半田病院の５００床で、病床数に変更がありますのは、新城市民病院で１

７年度に３０床減して２７１床に、碧南市民病院で１９年度に１０床減して３２０

床に、津島市民病院で１８年度に５８床増して４４０床となっています。次は、医

師数でありまして、当院は３２人、一番少ないのが東海市民病院１８人、多いのが

半田市立半田病院５９人で、１５年度で比較して当院は２人の減ですが、新城市民

病院では３３人が２１人で１２人の減、稲沢市民病院では４２人が２８人で１４人

の減、津島市民病院では病床数の増により、４１人が５３人で１２人の増となって

います。次が年間延べ入院患者数で、１８年度と１９年度を比較しますと、当院は、

１００．８％、マイナスの大きいのは、蒲郡市民病院８８．５％、稲沢市民病院８

８．３％、津島市民病院８４．６％となっております。その下が、平均入院単価で

ありまして、当院は３６，６８５円、高い方では、蒲郡市民病院３９，０６７円、

半田市立半田病院４３，４７１円、低い方では、知多市民病院３１，６１２円、 

東海市民病院３１，３９０円となっています。次が病床利用率でありまして、当院

は、６４．７％、高い方では、碧南市民病院８１．６％、半田市立半田病院８９．

４％、低い方では、稲沢市民病院５０．４％、新城市民病院４２．３％となってい

ます。次が平均在院日数で、当院は、１８．３日、短い方では、碧南市民病院１４．

２日、半田市立半田病院１３．６日、長い方では、当院の次に津島市民病院が２０.

３日となっています。その次が年間延べ外来患者数で、１８年度と１９年度の比較

をしますと、当院は、マイナスで９８．３％、マイナスの大きいのは、蒲郡市民病

院８３．９％、津島市民病院８０．５％となっております。その下が、平均外来単

価でありまして、当院は７，６３７円、高い方では、新城市民病院１１，３７９円、

碧南市民病院１２，６２４円、低い方では、当院の７，６３７円、知多市民病院６，

８１８円となっています。次は、事業収益でありまして、当院は４５億９千７百４

７万４千円で、その内の医業収益につきましては、４２億８千６百５７万７千円で、

１８年度と１９年度の比較をしますと、当院は、１０３．７％、プラスの大きいの

は、新城市民病院１０８．７％、マイナスの大きいのは、津島市民病院８４．８％、

東海市民病院８１．８％となっています。その下は、事業費用でありまして、当院

は、４９億８千９百７０万８千円で、その内の医業費用につきましては、４８億２

千９百６３万８千円で、１８年度と１９年度の比較をしますと、当院は、１０４．

２％、と言うことで、経費増の起因によりまして増えております。マイナスの大き

いのは、津島市民病９６．２％、稲沢市民病９２．０％、プラスの大きいのは知多

市民病院１０４．６％となっています。 

次が、医業に係る損益でありまして、当院は、５４３，０６１千円で、１８年度と

比較して約４千万円程損失が増えている状況です。損失が少ないのは、知多市民病

院４２０，３３５千円、半田市立半田病院３６２，１４２千円、逆に損失の多いの

は、蒲郡市民病院１，４８８，６０２千円、津島市民病院１，９６２，８９４千円



となっています。次が、経常損失でありまして、当院は、３９２，２３４千円で、

１８年度と比較して約４１千万円程損失が増えている状況です。損失が少ないのは、

知多市民病院２６０，８７３千円、半田市立半田病院１３５，７５３千円、逆に損

失の多いのは、東海市民病院９９１，４３３千円、津島市民病院１，７７３，５１

２千円となっています。 

次の欄が一般会計からの繰入金でありまして、一番上の行が、収益的収支・資本的

収支を含むすべての繰入金で、当院は約６９８百万円の繰り入れを受け、その内収

益的収入繰入金は、４９７，９３８千円で、その内公営企業法による基準内繰入金

は２４７，４２４千円でありました。結果として、４９千万円の繰り入れを受けた

にもかかわらず、収支の結果としては３９千万円程の損失でありました。表にあり

ますように、どの病院も多額の繰り入れを受けているのも現実であります。その結

果、表のような医業損益、経常損益が出ておる、こういう、結果だと思います。な

お、先ほど医師数を説明させていただきましたが、医師数がマイナスにある病院は、

やはり医業収益がマイナスになり、厳しい決算状況となっています。このように推

測をいたしております。以上、説明とさせていただきます。 

続きまして、報告の３「公的病院の再編等の状況について」説明させていただきま

す。今回、このことにつきましては、委員さんから、次回の会議で資料として提出

するよう要望があったこと、合わせて新病院の必要性を議論いただく際に、病院の

再編等につきましても、議論をいただきたいということで、説明をさせていただき

ます。 

資料５の１ページをご覧ください。１・２ページは愛知県の公的病院の再編等につ

いてまとめておきました。 

最初に、東海市民病院と医療法人東海産業医療団中央病院の経営統合ですが、東海

市の公表資料によりますと、東海市民病院では、平成１６年度から厳しい決算とな

り、医師の退職等の影響により、診療機能の縮小や経営面で深刻な状況に直面して

いました。また、中央病院でも、東海市民病院と同様に、常勤医師の流出により産

科診療の休診など診療機能の縮小や経営悪化が進んできました。このような背景の

もと、平成１９年５月、中央病院から東海市民病院に対して、両病院の連携、協力

に向けた協議について申し入れがあり、連携等に関する協議会が設置されました。

協議会は計８回開催され、最終的に、両病院を再編・統合し、中央病院を東海市民

病院の分院とすることになり、平成２０年４月１日より開設されています。再編の

内容としましては、中央病院の病床数３０５床を１５４床に縮小するとともに、小

児科、麻酔科、産科を廃止し、救急外来も休止し、これらを東海市民病院において

対応することとなりました。次に、高浜市立病院と医療法人豊田会刈谷豊田総合病

院の連携ですが、高浜市の公表資料によりますと、高浜市立病院では、臨床研修医

制度による影響から、平成１８年度当初より医師不足に陥り、診療体制基盤が弱体

化し、病院の存続を脅かすこととなりました。このような背景のもと、平成１８年

に設置された高浜市民病院事業経営改革検討委員会から、平成１８年８月に、平成

１９年度から指定管理者制度を導入することが答申されました。市において指定管

理者制度の導入を目指し、西三河地方の医療法人と交渉を行ってきましたが、平成



１８年１１月に指定管理者制度の導入は困難であると判断されました。平成２０年

５月になり、高浜市と医療法人豊田会が、高浜市立病院と刈谷豊田総合病院の統合

を視野に入れた検討委員会の立ち上げをいたしまして、来年４月１日にも、高浜市

立病院が刈谷豊田総合病院の系列病院という形で再出発されると報道されていま

す。次に２ページをご覧ください。一宮市立市民病院今伊勢分院と尾西市民病院で

すが、平成１７年４月に、一宮市、尾西市、木曽川町が合併し、新市の公的病院が

４病院、１，１１３床となりました。今伊勢分院は今伊勢国保組合直営診療所とし

て開設され、後に、一宮市立市民病院と統合され、小児科等の診療科が廃止される

なか、精神病院に特化した運営がされてきましたが、市立４病院の中でも赤字状態

が大変厳しく、平成１９年に民間移譲することが決定されました。公募の結果、２

者からの応募があり、一宮市で病院や老健を運営する特定医療法人杏嶺会への移譲

が決まり、平成２０年６月３０日をもって今伊勢分院は廃止され、翌７月１日より

特定医療法人杏嶺会いまいせ心療センターとして開院しています。続きまして 

尾西市民病院については、医師不足のため、病床利用率の低下、外来患者数の減少

により、赤字が多額となり、平成２０年３月に民間移譲することが決定され、７月

から移譲先の公募が開始されています。 

次に、３ページをご覧ください。愛知県の２次医療圏の設定状況と公的病院の設置

状況です。県内１１の医療圏図が示されております。 

次に、４ページをご覧ください。愛知県の２次医療圏の市町村分布表および医療圏

別の必要病床数等の状況表です。知多半島医療圏では２４２床が過剰となっている

状況です。次に、５ページをご覧ください。全国の公的病院の再編等の動向ですが、

これをみますと、山形県、高知県、岩手県において、県立病院と市立病院による統

合・再編など、公的病院と公的病院による統合・再編が行われています。 

以上、説明とさせていただきます。長いことありがとうございました。 

委 員 長 説明は、終わりました。この説明に対し何かご質問はありますか。 

     アンケート資料等を基にして、市民病院は本当に必要なのかどうか。というところ

の討論をしていただきたいと思います。アンケートによりますとかなり病院はあっ

たほうがいいと出ているのですが、委員の方々の率直な意見を出していただきたい

と思います。まず、常滑市民にとって市民病院の必要性と言うか、常滑市民にとっ

ての市民病院というところで、今の現状だとかあり方だとかということで、意見が

あれば出していただきたいと思います。医師会長どうでしょうか。 

伊藤委員 そうですね。我々、一次診療をやっているものにとっては、市民病院がないことに

は、患者さんを何処へ送ってよいか非常に困ります。これがまず第一点です。特に

診療所と病院との連携ですね、常滑市内では、各診療所と常滑市民病院との間の連

携は、かなりうまくいっているはずです。トラブルがおきたことは、ほとんど無い

と思います。以上です。 

委 員 長 田上委員、市民の代表として何かありますか。 

田上委員 やはり、一番多い意見としては、必要性の部分は、今言われた、このアンケートか

ら見ても求められている部分は多いのかなと。一番疑問に思われていることは、や

はり経営状況、これからの改善案を含めて、そちらの部分をもう少し明確にという



か、もう少し分かりやすく説明をすることがいいのかなと思っています。この場で

も、そのような報告がいただけるならお願いしたいです。 

委 員 長 経営状況に関しては、具体的にどうだという話は、次回にしようかと思います。ま

ず、今の常滑市民病院が、どういう役割を果たしているのか今後も必要なのかどう

かというところでまず話し合いをしていただき。例えば、常滑市民病院はやめてし

まって、みんな半田病院に行ってしまってもいいとか、常滑市の地域における市民

病院ということで話をしていただきたいと思います。経営状況の件は、また後日と

いうことでどうでしょうか。高木委員、何かありますか。 

高木委員 市民アンケート等で見る限りですね、やはり常滑市民病院は、市民の支持を基本的

に受けていると思います。特にどうして常滑市民病院を選んだかという、上位３位

を見ますと、１位が「近いから便利だから」２位が「診療科や医療内容が充実して

いるから」３位が「２４時間対応してくれるから」これは、今、医療崩壊と言われ

ている日本の状況の中で全ての人たちが望んでいること、３つを全て兼ね備えてい

ることなのですね。そういうことが前提としてあった状況で、維持して欲しいとい

うのは、なかなか維持するのは難しい状況である訳ですが、ちょっと危機感が足り

ないかなと。本当にこれを維持することがどれだけ素晴らしいことであるかという

ことが、現実にあるものだから、このまま受け止めているというような印象を受け

ました。一般論としていいますと、一定の役割を果たしてきた公立病院は、絶対に

守りぬかなければいけない。それは、地域医療の質を維持するためにも、絶対に守

りぬかなければいけないというのが、保健所長として、ずっと見てきた立場からい

うと大前提としてあると思います。市民からこれだけ支持を受けている常滑市民病

院は、おそらく市民にとっても、地域の医療の質を下げないためにも、絶対に守り

ぬかなければならない病院であると思います。 

     僕も繰り返し病気をした人間ですが、ずっと入院させていただくところは、公立病

院でしたね。それは、やはり医療の内容が安心できるということが一つあります。

あと、余分なことかもしれませんが、病室なんかが安いので、病気の時は、非常に

ピンチなわけでして、こういうことは、非常に有難いことで、公立病院を選択して

きたという経緯があります。この席にいらっしゃる方々でも、病気をされた方はお

そらくそういう人が多いのではないかと思います。そういう意味から、常滑市民病

院が、これだけ市民に支持されていることがあるならば、これを守れなかった場合

の問題を考えるとそら恐ろしい感じがします。何とか守っていくべきであります。

守る上で、労働組合の方が、いわれた経営状況のことですが、経営の改善は、絶対

必要ですが、この不採算部門を抱えて、収益の上がらない部門をいっぱい抱えて、

それが、市民の支持を受けているという部分もある訳です。一定の赤字は、僕は、

やむを得ないと思います。それは、市長さんが、もしそういう決断をされたならば、

市民に十分説明をしなければいけないだろうと。ということは、守り抜くためには、

市長さんをはじめ、市の幹部の方の強い行動力がいるだろうと思います。そういう

ふうな思いを持っております。 

委 員 長 地域医療という言葉がでてきましたが、地域医療を存続させるというか。地域医療

ということに関して、何か意見はありますか。色々な考え方があって、大きな病院



がポンと知多半島に一個あればいいんだという考え。それに対応するものとして、

地域医療という考え方もあると思うのですが、こういうことに関して何か意見はあ

りませんか。片山委員どうでしょうか。今、発言を指名しましたが、発言は、挙手

をしてどんどんして下さい。 

片山委員 一主婦からの意見でございますが、本当に市民病院は、地域の方、私の周りの方達

からも、すごく支持をされておりまして、私は割と健康な方なんですけど、何かあ

ったら市民病院へ行けば何とか対応をして下さるということで、本当に地域の医療

のお医者さんで対応できない時には、市民病院という安心感がどなたもあると思い

ます。ですから、絶対に必要であると思っています。これからもどんどん人口が増

えていきますし、空港も近いということで、絶対に市民病院は、私は必要だと思っ

ております。何とか存続というか、アンケートの結果では、建設して欲しいという

意見が多いので、そういう形でいくように守り抜きながら、新病院建設の方向で何

とか出来ないかなと思っております。 

委 員 長 古川委員は何か意見はありますか。 

古川委員 市の立場として、なかなか個人的、率直な意見というものは、難しいところですけ

れども、皆様方からの意見をお聞きしますと、常滑市の地域にとって、総合病院は、

まずもって必要なのだということ、やはり心の、市民の安全・安心のよりどころに

なっていると、意識がうかがえます。このことは、私どもも十分わかっているつも

りです。地域医療を考えるにあたりまして、これからは、病院そのものを残すとい

う形にした場合に、やはり市としてもある程度、医療環境等将来的なことも踏まえ

まして、より安定した経営状態を目指していく必要があります。病院のあり方につ

いては、経営形態、規模などのご意見を伺いながら考えて行きたいと思います。 

委 員 長 片田委員。ちょっと離れた大学の立場からいかがでしょうか。 

片田委員 まずは、遅れまして申し訳ございません。お詫び申し上げます。ある意味で、少し

離れたところからの視点としますと、このアンケートを見せていただいて、正直な

ところ、これほど市民の方から支持を得られている市民病院は、そんなに多くはな

いのではと正直思いました。普通、公的病院が立ち行かなくなるきっかけは、市民

の方々から見放されるというのがあって、どんどん患者さんが他に逃げてしまうこ

とがあるのですが、そういう傾向が皆無ではないかもしれませんが、こういったア

ンケートの支持の結果は、すばらしい結果だと思います。もう一つは、例えば半田

病院に送るというお話が先ほど出ましたが、常識的に考えて稼働率９割近い、ほぼ

９割の病院で、それだけの受け入れ余力があるというふうにはちょっと期待できな

いのではないかと思います。もしそういったことにするならば、逆に半田病院の方

を更に増強するとなど追加措置をしない限りは、一筋縄ではいかないのではないか

と感じます。いずれにしましても、耐震性の補強、これは国から我々も強く求めら

れていますが、このことを一つとっても、このままの形で存続ということは、現実

問題としては有り得ないので、建て替えるのか、それとも辞めるのかという選択に

ならざるを得ないと思うのですが、アンケートの結果は存続を強くサポートするも

のではないかと思います。以上です。 

委 員 長 名倉委員どうですか。  



副委員長 このアンケートは、一般市民の方２，０００人に行い、回答率５０％というもの。

それから３年前に行った患者さんアンケート。患者さんの声というのは、当然受診

している訳ですから、病院に受診した人へのアンケートですね。それは大体必要で

あろうということは予測できます。ところが、一般２０代～３０代に割とばらまい

て出して、回答率５０％なのだけれども、返ってきた人の９割は、とりあえずどこ

かの医療機関を受診したことがあると。入院歴が１／３くらいあると。多少医療に

関心がある人達ではあるのですが、明らかに、この地区において、この病院が、先

ほど来多くの委員の方がいわれたように、はっきりとした位置づけを占めていると

いうことが分かると思います。 

     近いからというのがありますが、やはり他に出て行きませんので。患者さんの動き

を見ても、北部で知多と接する地域の人は、知多市民病院にわりと行きます。年間

４，０００～５，０００ですね、入院でですね。南の半田に近い地域の方は、年間

入院で４，０００～５，０００流れていく。ですが、南北を除いた所は、市民病院

に来ていると思います。逆に知多の南の方も、結構、常滑市民病院に来ている。そ

れから、半田の常滑寄りの方も来ている。ですから、知多半島診療人口６０万とい

っても、常滑地区人口５万というのは、割と地域的に見ても、独立的な医療圏とい

うふうに思います。私もここに来て４年目ですが、他からの方を含めても、ここに

とりあえず４～５万の人口、それから先ほど、ある委員の方がおっしゃったように、

空港があるので、これから人口が増えていくことなりますと、そういった将来的な

診療圏を考えても、やっぱり、５万、６万、７万。それからもう一つ、このアンケ

ートの面白いところは、性能を高めると割と来るという期待もあるので、それの診

療圏を担った形での医療機関というのは、客観的に見て必要ではないかなと思いま

す。それから、もう一点、市民の方は非常に、実にバランス感覚があるなと思うの

ですが、ただ造れといっているのではなく、医療ニーズをちゃんと検討して下さい

と。そういうことを検討した上でやってくださいということを明確に出されていま

すので、アンケートをやる前は、どんな回答が来るかなとちょっと予測がつかなか

ったのですけども、出された回答結果を見ますと、きわめて的を得たものだなと。

それから、驚いたことに、３年前やった入院患者さんを対象とした結果とほとんど

変わらないと。若干はもちろん変わりますが、そういったことも正直いえば驚きで

した。ですから、私はここにいる立場からいうと、こういう４～５万の、もうすこ

し診療圏を増やせばいい病院もできると思うのですが、そういった地域に対し医療

機関が必要だということを皆さんが率直にだされたと思います。 

委 員 長 他に意見は、何かありませんか。  

橋本委員 中部空港検疫所につい最近までおりましたので、対岸の者として。こちらは空港を

控えておりますので、多分、厚生労働省からも、こちらの病院は是非、感染症の指

定病院になって欲しいというお願いがあったかと思いますが、今、日本国内だけで

はなく、世界には色んな病気がございます。今、新型インフルエンザがどうのこう

のということで、世間を騒がしておりますが、新型インフルエンザはともかくとし

て、日々、空港には１万数千人の方が入ってこられます。そのうち、やはり、色々

な感染症がある地域からも沢山の方が入ってこられます。そして入国に際して、



色々な症状を持った方がおられ、症状があっても、そのままどこかの病院へ行かれ

る方もありますが、そこでどうしても救急搬送をお願いしないといけないような場

合もあります。その際は、中部空港では、こちらの常滑の救急隊にお願いして、患

者さんを運んでもらっています。救急隊は、やはり、一番近い病院ということで、

市民病院に是非お願いをしたいと。しかし、色々な事情でいつもというわけにはい

かないのですけども、ただ、セントレアにいる者としては、ここの病院で受け入れ

ていただければ、本当に嬉しいと思います。なおかつ、私ども、検疫の立場からし

ますと、かつてはここも伝染病棟があったと聞いておりますが、今はありませんが、

できましたら数床程度でも陰圧の病床を持っていただけたら、本当に外からの人々

を受け入れる空港としては、非常に嬉しいと思います。ですから、お金のことはさ

ておいて、是非、やはり空港が身近にあるということで、日本の国内を守るという

ことからしても、ここに一つきちんとした感染症の病床があれば、非常に心強いで

す。特に、検疫所もそうですし、空港会社さんもそうであるように、常滑の救急隊

とは非常に良くコンタクトがとれておりますし、そして、常滑市民病院が協力して

くだされば、本当に心強いですし、国内には色々な国際空港がありますが、中部の

空港が一番安心して入国できる空港になるのではないかと思います。今も、そうは

思っておりますけれども、一層、安心できる空港ということで、多くの支持を得て、

入国のお客様が増えれば、空港、そして、この地域としては、より発展に寄与する

のではないかというふうに思います。是非、残していただいて、なおかつ機能性を

高めていただきたいと思います。 

委 員 長 常滑市民にとっての市民病院ということで、今議論をしていただいている中で、空

港の問題が出てきました。せっかく空港についての発言をいただきましたので、そ

の問題を、空港にとっての市民病院ということで、ちょっと議題を変えて、ここで

討論をしたいと思います。ただ、それが終わったらもう一度、地域医療を担う常滑

市民病院ということで、戻りたいと思います。今いわれた、空港にとっての市民病

院ということで、荒尾委員よろしくお願いします。 

荒尾委員 空港の中にいますと、やはり寝る時間を除きますと、会社にいる時間が多いもので

すから、何か風邪を引いたというと、藤田保健衛生病院の診療所もあるのですが、

ちょっと特殊なあれだと、どこかに行く時に名古屋市内に住んでいるものですから、

名古屋市内の病院よりは。またちょっと話を戻しますが、ここに来て、数時間だけ

でまた会社へ復帰できるというのは、会社に勤めていてなかなか。健康管理はしな

くてはいけないのですけど、そういう人達にとっても、電車ですぐのところにあり

ますし、便利だなという気がしています。実際に私も何回か、かかってはおります。

空港につきましては、最初にご挨拶でも申し上げましたけど、今のような感染症の

問題と航空機事故が起こった時の地域の連携というのは、これは国際的に決められ

たルールがあって、そういう計画を作ってということになります。これは、私ども

だけでは、航空機事故の対応は出来ないので、そういう体制をとって、地域と連携

しながら、というところでございまして、まず、最初に駆けつけてくれるのは、消

防でいくと、常滑消防の方が空港内の出張所に常駐していますので、そこに一台必

ず救急車がおりますから、そこから始まってくるので。これは、開港直後はなんだ



か知らないけれども、毎日のように救急車をお呼びしていたような時期がありまし

たけども。最近も、何日かに一回はそういう要請をしております。そういう意味で

必ず連携をしなくてはいけないのですけども、その意味だけとって見れば、受け入

れてくれる救急病院であれば、何も常滑でなくてもという議論はあり得ますし、規

模が大きくなれば、地域全体、名古屋市も含めて協力していただかないと、何百人

もの死傷者が出るような対応はできないので、ここに空港がある以上は、先導をき

って助けていただけるものと期待はしております。それもありますので、私どもは

民間会社なものですから、この空港を維持することが、先ほども常滑市の人口が増

えるというようなご期待もいただいているかもしれませんが、今のところ外から通

っている人もいるものですから、直接寄与できているかどうかは分かりませが、私

どもとしては、先ほど橋本委員がおっしゃったように、旅客が増えて、そういう中

で、我々の活動として、経済的に常滑市に寄与するというところで、間接的に市民

病院を維持できる財政体質を持った常滑市になっていただきたいということがご

ざいます。だから我々は、ただ単に我々だけが儲ければいいということではなくて、

維持できる形で収益を上げていきたいと、そのことが結果的にはつながると。今、

非常に航空業界は厳しい状況にあります。セントレアも皆さんのご期待に背いて、

採算が悪い路線というのは、航空会社は何をするのかというと、飛ばすと赤字にな

るので、飛ばさないという時代ですので、非常に厳しいところがあります。ただ、

我々、色々と維持費も節約しながら、なるべく航空会社を利用しやすい環境をつく

っていくことで、先程のような目標に向かっているわけでございます。そういうこ

とで、我々の寄与としては、そういう助けていただくという部分が多いのですが、

我々の事業活動を通じて、近くにある常滑市民病院を、我々も常滑市の住民になっ

たわけですので、常滑市がこういう地域に支持されている病院を維持できるような

形で、財政的に成り立っていくよう、市内にある企業として、貢献していくという

こと。それから、あと、色んな取り決め等もございますので、防疫という面ではや

はり、検疫所のご指導に従ってということになります。国だとか県だとかのサポー

トをしていただくお願いはできますけれども、直接我々がやっているわけではござ

いませんので、間接的にそういう形でご協力をするのかなと思っております。そう

いう意味では、先程のような、市民の支持がある病院があって、それが救急、もし

くは感染症等に対応ができる病院になるということは、我々にとっても望むところ

でもありますし、期待したいところでございます。    

委 員 長 空港にとっての市民病院ということで、他にご意見があれば、出していただきたい

のですが。その中には、先程、荒尾委員が言われた感染症のことだとか、事故が起

きたときの対応ということ、それから、そこで働いている人たちの問題というか、

かなり、最近は救急車でよく病院の方に空港から送られてくることが多いのですが、

空港ができてから、以前と比べて救急車の回数がすごく多くなって、そういう意味

では、病院の医療スタッフにおいては、かなり負担になっているわけですけれども。

ちょっと事務局の方で、このことについて、どのくらい増えているかとか、資料が

あったら説明をして下さい。 

事務局長 では、先程の空港島からどれほど救急車が私どもの病院へ来ているかといいますと、



ここに集計がございます。市内の救急車の出動件数は、１８年度中で、概ね２，０

００件の出動が市内全体でありました。そのうち、空港島から来ているのが、平成

１８年度は、１４３人搬送されていると、１９年度についても概ね１８年度と同様

２，０００件の出動があり、空港島から来ているのが少し減りまして１１９人、こ

ういう結果であります。 

副委員長 少し補足をいたしますと、空港島からの直接な数はそれ位ですけれども、実は救急

出動回数を見ますと、空港がオープンしてから、大体１５％位１，７００人～１，

８００人であったのが、２，０００人位、救急車の出動回数が増えています。です

から、空港そのものからは、それ位かも知れませんが、周辺に人が住んだり、色ん

なことがおきますので、そういう点では、救急出動回数は、増えてきています。実

は、空港が出来る前は、うちの病院で救急車をカバーしていましたが、少しあふれ

てそれが半田の方へ、それまでは、私の記憶では年間５０～６０位であったのが、

１５０～１６０位まで確か増えています。ですから１５％、２０％位増えた分が、

常滑であふれて、半田まで流れているという現状があります。今の病院が果たして

いる機能の話しをしているのですが、救急に関しては、それなりの精一杯の対応を

していると。実はスタッフは疲れるのですけども、事実としてはそういうことです。 

荒尾委員 ご迷惑だとは思っているのですが。 

副委員長 迷惑だとは全く思っておりません。それをやるのが、我々の仕事なので、消防とか

救急は仕事ですから。迷惑とかそういうことではなくて、事実としてということで

す。 

荒尾委員 感覚としては、開港の時は、毎日位、呼んでいたような感じがありますし、ＡＥＤ

等使って救命できた事例もあって、我々もそういう処置に関しては、警備を始め、

研修を受けさせております。そういう対応をしながら、できれば空港でお亡くなり

になるということをゼロにしたいのですが、残念ながら、何件かそういう事故とい

いますか、持病をお持ちの方で亡くなられた方もいらっしゃいました。 

委 員 長 事故に関する訓練というか、そういうことも今、参加してやっていると思うのです

が、これに関して何か。 

事務局長 私ども、空港の周辺で起きた航空機事故が発生した場合どういう対応をするか。と

いうことで、中部国際空港緊急計画というものがあります。中身は、例えば消火、

救難あるいは、救急医療活動、こういうことが、その範疇にあると思われるのです

が、救急活動に関しまして、色んな協議会のメンバーの一つになっております。メ

ンバーは、愛知県の医師会、愛知県の歯科医師会、それから日本赤十字社、私ども

の医療機関、消防等というところが、連携、協力して、協議会に参加をし、どうし

たらこういう活動ができるかということの計画に参加をさせていただいておりま

す。実際には、平成１６年になると思いますが、訓練等やっておりまして、例えば、

１９年度の例でいきますと、航空機消火救難、あるいは、救急医療活動の総合訓練

ということで、私どもの医師が３名、あるいは看護師３名等が参加させていただい

て、訓練にも協力をさせていただいております。このような状況でございます。 

委 員 長 事故だとか、空港職員の健康だとか、それも大切ですが、一番やっぱり感染症とい

うか、空港に来る人たちが、特に新型インフルエンザとか、今後、かなり近い時期



に大量発生する可能性があると思うのですが、それに対する防御というものが、当

院としても必要になってくると思います。  

高木委員 先ほど、橋本委員がちょっと言いかけておやめになったのですが、その新型インフ

ルエンザの問題があるんですね。これは、近い将来、世界的にある程度流行する危

険性が指摘されておりまして、皆さん方、何年か前に、ＳＡＲＳという感染症が香

港あたりで発生して、国内に入った時、日本人はパニックになったこと、ご記憶が

あると思いますが。要するに、電車に乗っていた路線を全部消毒して、それで、ど

こを通ったとか、どこを通らないとかがあったと思いますが。新型インフルエンザ

は、それの類似というか、疑いのある患者さんが空港へ入って来る危険性は、日本

に入ってくるとすれば、一番早い時期に入ってくる可能性があるわけです。そうし

た時に、少しでも疑いのある人は検疫でチェックしていただいて、本当に病気がは

っきりしたところで、名古屋市内とか法定病院に運ぶのですが、疑いの患者さんは、

皆さん救急隊へ連絡して受け入れてくだされば、常滑市民病院へ。これについては、

非常に前向きな考えを表明していただいておりますことを大変感謝しております。

そういうことがないと、電車に乗って名古屋市内の病院とか、あるいは半田病院と

か、そういうところに行くわけですね。常滑市民病院へ救急車等で来て下されば、

一番、途中で降りる心配がありませんし、常滑市民病院で対応していただくことは、

常滑市民病院にとって大変なことですけれども、それが一番日本国民全体にとって

も、非常に安心なことなのですね。仮に半田病院へ行くということになっても、例

えば、途中で、ちょっと、嫌な話になって申し訳ないのですが、用便がしたくなっ

て降りたというだけで、その辺の消毒を万全にやらなくてはいけないとか、まして

や電車で名古屋市内の病院へ行くことになりますと、消毒やらなんやらで大変だし、

仮に消毒しても防ぎようがなくて、そこから日本国中に広がってしまうと、そうい

う危険性もあるので、本当は国家的レベルで、ちょっと大きな話になって申し訳な

いのですが、考えると、常滑市民病院がバリアとなって、ここで止めていただくと

いうようなことができれば、大変ありがたいことなのでお願いしたいことなのです

が、それは、職員の方も大変なことですし、お金もかかることなので、僕は県の代

表として来ている訳ではないですし、橋本委員も国を代表して来ている訳ではない

ので、その辺は勘弁をしていただきたいです。当然そういうことに投資すべき性質

のものなのですけれども、国からお願いだけが常滑市民病院にあって、そういう状

況です。それを温かい気持ちで、院長さん、副院長さんが受け止めていただいてい

るので、本当に心から感謝しています。それを是非維持していただいて、今後とも

そういう姿勢をとっていただくことを心の底からお願いしていると。それが本当に

日本を救う一つの道だと考えています。 

委 員 長 このことに関して、はいどうぞ。 

荒尾委員 危機管理として考えると、ちょっと前は国の方もよくわからないという感じがあり

まして、私どもは、これは霞ヶ関の方で決められていて、我々は議論には参加して

おりません。そういう状態になった場合は、日本は、成田と関空それに中部と福岡

空港、国際線はそこに絞ると、他の空港には降ろさせないということですが、知っ

たのは、それが決まったよという時に知らされているわけですよね。その時に検疫



さんを始めとして、そこに接触する人たちのワクチンだとか、防疫用の保護服をど

うするかとか、そういうのは、あまり決まっていなかったみたいなのですが、やい

のやいのと言っている間に、ワクチンは何となくあるよ、本当のあれじゃないです

けれども、タミフルを始めとして、そういうパンデミック状態のものだとか、何と

なくあるのかなぁと。それを目の前に持たされたわけでもないので、これは分から

ないというのが現状ではあります。ただ、橋本委員からたぶん詳しく説明があるか

と思いますけど、水際で止めて入れないということをまず考えていらっしゃるわけ

で、我々空港をオペレーションしている方としては、検疫さんのご指示に従って、

そういう人達と混在しない人達で、それでも危険性があると判断されれば、空港島

内のホテル、１，０００室もあるホテルがありますので、そういうのは確保できる

ようになっていると伺っておりますし、そういう対応の中で、こちらで処理ができ

るようであればするということかなと思っております。我々としては、なるべくル

ートとか接触する人たちを徹底して、あまり、そこから広がる心配がないようにし

たいと思います。この話をずっと突き詰めていくと、空港がなければこんなことは

ないということになってしまうので、そうならないように、国としてもやはり飛行

機が、一番感染として早く直接的にきてしまうので、そこに対しての備えを万全に

するということで、今、色々検討を進められているということでしょうけども、ま

だ、そういう状態になっていないので、よく分からないのかもしれません。 

橋本委員 病院の存続がというお話がでましたが、大事なことなので、簡単にお話したいと思

います。現在、世界ではご存知のように、インドネシアとか中国であるとか、以前

はタイとかベトナムで、鳥から人にインフルエンザが移って、そして、ＡＨ５Ｎ１

がうつりまして、そして世界的にいえば、今現在、ＷＨＯに報告されているだけで

も、３８０名余りの方が、病気、そしてそのうちの６２～６３％位の方が亡くなっ

ています。インドネシアに限っていえば、１１０人位で、そのうち８０～８１％位

の方が亡くなっている状況です。ＷＨＯに報告されているのは、確定診断のついた

方だけなので、現実には、その数倍の患者さんがいるだろうと。そして多くのウイ

ルスの研究から言えば、やはり、中国の南部からそれからもうちょっと東南アジア

にかけてが、一番、鳥型のインフルエンザから、人から人感染の新型インフルエン

ザになる可能性が一番高いところだと言われています。中部空港は、非常に、全機

数入ってくる飛行機の中で、中国部の方が一番多いわけですね。それは、他の空港

と比べても多くて、全国で１日に、大体１７，０００人あまりの方が、中国から入

ってきますけど、中部は大体１，５００人くらい入ってくるだろうと。そして、今

ちょっと分かりませんけど、１日に２０機あまり入ってくるでしょうか。そのうち

もし、ＷＨＯがまさしく鳥インフルエンザが人から人型になって新型になりました

よと、宣言しますと、日本には対策本部がたてられて、首相が本部長になり、全国

すぐさま次の行動にうつるつまり検疫が強化され、それが先程いわれた空港を４つ

に絞ってしまいます。他の空港は、違う地域から入って来ますけど、発生地域から

は入れないということになります。発生地域のようなものは、みな４つの空港に集

約されて、港は３つありますけど、空港に関しては、４つです。そして中部では、

大体１日１，５００人くらい入って来ると、ただ希望的観測は、ＳＡＲＳの時は、



入国者が２／３位に減りましたので、減ることを願っていますが。それにしても１

日１，０００人近くは入るだろうと。そのうち、どのくらい有症者がいるだろうと

考えると、おおよそこれはシミュレーションによりますと、少し症状のある、本当

に患者さんかどうかは分かりませんけど、風邪のような症状のある方が１０人なり、

２０人なり入ってくるだろうと。そういう症状のある方は、病院にお願いするわけ

です。今現在は、契約を結んでいるのは、知多厚生病院と第二日赤病院ですね。し

かし、そこで満杯になることも考えられるわけですね。そうすると後は、検疫所長

の判断で、適当と思われる病院にお願いをするということになるのですが、患者さ

んはそれでいいと。残りが先ほどおっしゃった、身近にいてうつっている可能性は

あるけれども、現在症状のない方、検疫では、濃厚接触者といいますが、その方た

ちは留め置かないといけない。もし患者さんが明らかにインフルエンザの陽性であ

れば、身近にいた方は全員留め置かれます。留め置かれる方が、何人単位になるか

というと、場合によってはもう飛行機丸々考えると、大体１機で１００人、１５０

人ございますので、そうすると相当数になってしまいます。その時に、その方たち

を病院などには、とても入れられませんので、結局ホテルがいいだろうと。ホテル

にしても中部はある意味恵まれているのは、島であるということ。大きなホテルで、

あまり稼働していないものですから、こちらでは、ホテルの方は、非常に好意的で、

使ってくれていいというようなお話です。ただ、きちんと契約は結んでいませんけ

ど、口約束はできています。後は、国の方がきちんと条件などを提示しなくてはい

けないのですが、それが終わっていないのでこのようなお話なのです。そうすると、

空港に人を集めることになりますが、これは他の空港ではとても難しくて、成田な

どは陸の中にありますし、福岡もそうですね。後、関空は、島ですけども、関空に

は引き受けてくれるようなホテルがあまりないということで、人によっては、検疫

所長の中には、みんなセントレアに集めてしまえと、いう恐ろしい話をする方もい

らっしゃいます。その意味では、感染の恐れのある方を国内に入れないということ

では、中部は恵まれているといえば、恵まれています。ただ、その分は地域に負担

がかかってしまうことでもあります。そういうふうになりますと、風評被害とか

色々あるかもしれませんけども、できるだけ水際でなんとかしたいと思っておりま

す。はっきりいって空気感染、人から人感染になりますと、今の普通のインフルエ

ンザと同じような感染力がありますから、すぐにうつってしまうと。国のシミュレ

ーションでは、確か、八王子に１人有症者がいると、２日後に名古屋あたりで出て、

そして１～２週間後には数十万の方がかかるといわれていますから、島でいくら止

めても、全く人の動きを止めるわけではありませんので、接触した方々の中から、

どこか国内に漏れる可能性があります。そうすると、後はもう感染は非常に高い。

水際でできるのは、少しでも国内の感染の侵入を遅らせて、そして、その間に国内

の体制を整えるということになるわけですけども、皆さんが結局は意識してそうい

うことがあるのだという、もしそうなったら、少し我慢をしなければいけない、そ

れも海外から帰ってやっと家に帰れるという時に、留め置かれてしまうことは大変

なことですから。でも、少なくても国を守るということからいえば、そういうこと

を我慢していただかなきゃいけないことにもなります。しかし、有症者が非常に沢



山でた場合には、お願いしている病院だけではとても無理ですので、本当に一番近

いこちらには、お願いしたいと思っております。ただ、できるだけ来ないことは願

っておりますが、必ずいつかは起こるといわれておりますので、その時のためにも

感染症対応の病棟があることは、非常に嬉しい、国内蔓延、それから常滑市民のた

めにも、感染症対応の病室があることは望ましいと思います。非常に検疫サイドの

話をしましたが。 

副委員長 国の施策として、国際空港を造った以上は、それに対して防御をしなくてはいけな

いわけで、当然のことですけど。病院の側からいうと、別に空港があることを想定

に造られているわけではないので、今現在は、非常にそのような構造になっており

ません。ですから、今お話の中で極力、知多厚生とか、第二日赤の方に送られてい

るということで、今の時点ではそのようにお願いがしたいのですが、病院側からす

ると、患者さんが私は感染していますとはいわないですよね。多分ファーストタッ

チが来るのではないかということで、極力その疑いのある人は、訓練でも別のルー

トで、今の構造の中で、出来る範囲でそういう努力はしていますが、少し無理があ

るかなと。ですから、今のお話は、この地区にそういう感染症の機能をきちんと持

った病院を、しかもある程度数が出ることを想定したファーストタッチを防げるよ

うなものが必要だというお話だと思うのですが、一応、地域的にもここが一番近い

わけで、先程も半田まで行くのは、色々な支障があるということで、もしもそうい

う方向でまとまれば、今のお話は、病院の機能として非常に重要だと。それは、絶

対的に必要な機能だというふうなことかと思います。そのように考えておりますが、

とりあえずは、造るか造らないかという話ですので。 

委 員 長 病院にいる者としては、こちらに何も言わずにどんどん決まって行くということは、

非常に遺憾ですね。ですので、そういう決まったことを、こちらにもきちんと報告

をしてもらわないと、市としても困りますよね。市は分かっていましたか。セント

レアがそのような空港になるということは分かっていましたか。 

古川委員 前にそのような情報は、聞いたことはありますけども。 

委 員 長 聞いたことがある程度ですものね。やはり、そういうことは、きちんと言ってもら

わないと困るわけで、正直、今思ったことなのですけど。ただ、そうはいっても、

実際は離れ小島にあるので入れやすいということで、きっとそういうことになって

くるのだろうと。もう一つは、やはり、大流行が起こる可能性が非常に高いという

ことを考えると、空港にとっての病院ということを、しっかり考えて、新病院がど

うあるべきか、ということ。新病院が必要なのだということは、常滑市民病院の造

りかえる大きな一つの要因として、それがあること。議論の中にいれようじゃない

かとは思います。ただ、こればかりをやっていると、空港のためばかりの病院にな

ってしまうので、元に戻ろうと思います。市民にとっての市民病院ということ、特

に他の地区と当院が違うということがあるのではないかと思います。例えば、東海

市民病院が、今、産業医療団と一緒になって、新しい病院形態になっている。東海

に関しては、すぐそばに他の病院もあり、少し行けば中京病院とか、いっぱいある

わけですね。常滑は、そういうところがないだとか、半田に行きやすいかどうかと

か、色んなところで、常滑の特殊性みたいなところがあると思います。このことに



ついて田上委員、何かありますか。 

田上委員 なかなか違いといわれると、私もちょっと解らないのですが。地域との違いという

話は、正直、私は知識不足で解らない部分もあるわけですが、やはり常滑で働いて

いる方、住まわれている方というのは、昔から常滑市民病院を信頼しているという

か、そういう形で本当に信頼して長く付き合っている病院だなぁという意見は非常

に多く聞いています。それから先程お話があったように、やはり、安心ですとか、

安全というところが、求められている部分であると思いますので、そこには地域に

根ざした、そこにマッチした病院なのかなという印象を持っております。 

委 員 長 伊藤委員は何かありますか。 

伊藤委員 そうですね。私のところは、大野町というとこで開業をしておるわけですが、常滑

の方が大体８割、２割の方は知多市から来るのですが、知多市の遠いところからは

来ませんけどね。市境のところでは、知多市でも大草だとか新舞子までですね。後

は、北粕谷だとか南粕谷とか、そういう地域ですけど。結局どうしても知多の方が

入院をしないといけないなと思った時に、私としたらどうしても、常滑の方が病診

連携がうまくいっているので、必ず、ほとんど。もちろん、患者さんにもご希望を

聞くのですが、どちらでもいい、あるいは、常滑でいいとおっしゃる場合は、必ず

常滑に紹介状を書きます。先程、感染症のお話がだいぶ出てきましたが、高木委員

とか、橋本委員もおっしゃっているんですが、常滑市民病院としては、そんなこと

いわれても困るというのが、本当のことで、何を言っているかと、そんな風に部外

者ながら見ておりましたけれども。話を元に戻しまして、本当に市民から要望され

ている病院を、必ずといっていいほど存続させた方がいいと思うのですけどね。話

を戻したほうがいいです。よろしくお願いします。    

委 員 長 そうですね。地域性というのはかなりあると思うのですけど、それが例えば名古屋

の中区にある市民病院と常滑市民病院とではかなり違うのではないかと。そこらあ

たりをしっかり押さえないと「まあいいんじゃないか」とか、「常滑はなくてもど

うにかなるよ」というような意見が出てくると思うのです。無くなったらすごく困

るのではないかというところがあると思うのですね。今はあるから、かなりの人達

が、無くなったことの想像ができないところがあると思うのですけど。 

片山委員 本当に、無くなったら困るなという風に思います。それで、先程次の回に話し合う

ということをいわれましたけれども、どうも先走ってしまうのですが、病院は欲し

いのですが、今色々とある問題点というのも、私たちの会がアンケートを取りまし

て、少し意見が出てきておりますので、全部が今の話の内容に沿ったものではない

ので、控えておりますけれども。欲しいのですが、色んな方法を考えてできないも

のかと、そういうことですので。色々な方法、意見を出し合って、次回から話あっ

ていかれると思いますが、まず、無くてはならないという結論で、それに対してま

ずは財政の心配。市民はそれをすごく心配しています。負担が増えるのではないか

ということを心配していますし、本当に欲しいのですけども、それを考えてクリア

できれば、すごくいいことだと思いますけども。だから、そこのところがネックに

なっていますので。場所的にも、アンケートではニュータウンが割りと多かったと

いうふうに思っていますし、あそこであれば、環境面もいいし、交通の便もですね、



公共的なものは無いにしても、空港からも近いですし、板山の方からも、半田の方

の人も来てくれるのではないかと期待もあります。私たち素人の考えでは、患者数

が増えることがいいものなのか、それとも、病院側としては増えない方が患者に目

が行き届くのか、そこら辺のこともわかりませんので。私たちは増えた方が黒字に

近い数字になるのではないかなと簡単に考えますけれども、そういう単純なもので

もないのかなと思ったり、本当によく分かりませんけれども、今では、９０％以上

が常滑市民の方が利用されていますけれども、少しずらせばあちらの方も入ってき

たりとか、空港からはさほど遠くないですよね。道が出来ていますので。そういう

ふうで、まずは建設するという意思で、どういう方法で建てるかということ、財政

のことがまずネックにあるので、そこら辺が。ちょっと先走りましたけれども。 

委 員 長 ありがとうございました。そのあたりのことは、次回というか、次々回に。財政の

ことにつては、ちゃんとこちらの方で資料を用意して、やろうと思っています。片

田委員、お願いします。 

片田委員 院長先生がおっしゃった、この地域の常滑市民病院の、ある意味での特殊性という

ことで、思ったことなのですが、やはり、地区の方にお医者さんの顔が見えている

のではないかと。これは、我々大学病院ですと、そういったことはなかなか難しい

のですけども、いつもあそこに行けばあの先生がいると、何曜日はどの先生がいる

ということがちゃんと把握されていて、本当にいわゆる大きな組織と個人ではなく

て、お医者さんと患者さんという関係が成立っているということが、ある意味幸せ

な関係だと思うんですけども、それがこちらの特徴かなという風に先程から伺って

いて、思いました。実は、なかなか望んでも得られないものでして、先ほどもあり

ましたけれども、よそから沢山お見えになれば、当然ながらそういった要素という

のは薄まってしまわざるを得ない。ですから、痛し痒しのところがあると思います。

ですから、そういった特性を活かすかどうか。活かすとすると、これは規模的にそ

んなに大きくなるというよりは、むしろ内容を充実させるという方向に行くのでは

ないかと思います。財政ということをいいますと、これは、この地区５万人だけで

は駄目で、それこそ知多半島全体、あるいはもっと広くからお客さんが呼べるよう

な特色のあるようなお店を出さないといけない。そうしますと、一番市民の方々が

望んでみえるようなものが、むしろ失われてしまうという可能性が有り得ると思う

のですね。ですから、これはもし造るということが決まった場合だと思うのですが、

そういったことを考えなければいけないと思います。建てるかどうかということで

すと、後は、そういう風にお医者さんの顔が見える医療機関を市民の方々が今後も

必要とされるのかどうかということになると思います。そういったところは、より

一層市民の方々にアピールする必要があるのではないかと考えます。 

委 員 長 市民病院にいる者にとっては、すごく嬉しい意見で、医者は、辞めなくて市民病院

にいる人たちが、沢山いるのです。ある意味では、他の病院と比べ、中年以降とい

うか、年寄りに近い人達もいるのですが、そういう人達が地域医療を担っていると

いう部分があります。そういうようなものが、今後も維持できるかどうか。患者の

顔が分かる医者がこのまま残っていけるかどうかというのが、一つの大きな問題だ

ろうと思います。それと、大きな病院になるというのは、ちょっとやはり難しい問



題だなと。そのあたりのことは、また次回、次々回になるかもしれないですが、話

合っていきたいと思います。地域性ということ、特殊性ということに関してこのあ

たりで終わろうと思います。 

高木委員 ちょっと一言いいですか。 

委 員 長 はい、どうぞ。 

高木委員 片田委員がおっしゃったように、この辺の病院で、地域住民との関係が一番うまく

いっているのは、常滑市民病院なのですね。それは、院長さん始め、お医者さんの

方々の努力もあると思うのですが、やはり、常滑市民病院がいいのですね。例えば、

片山委員がいわれたのですが、沢山集めればそりゃ経営上はいいのかもしれません

が、本当に良い病院を維持するというのも、常滑市民にとってありがたいことだと

思うのですね。だから、これは、アンケートを見ていましても、ニュータウンです

か、そちらの方と現位置ということで、そんなに大きな差はないですよね。必ずし

も、多いから新しい場所に持って行くということに、僕はこだわらない方がいいの

ではないかと。やはり、旧市街の雰囲気の中で、駐車場は三層か四層の立体駐車場

にして、収容能力をあげて、時々話題にはなっているのですが、常滑焼のレンガ造

りの落ち着いた病院を造るとか。それで機能を充実したものにしていくとか、そう

いったことも、このアンケートの数値の差を見ていて、そういうことをもう一回念

頭において、市民の方のお気持ちは分かりますが、どうしても経営のことばかり言

いますとですね、あまり経営のことにこだわると、僕は見ている範囲では、病院の

機能が低下してしまうという現実も見ていますので、その辺は上手に考えていった

方がいいのではないかと今、思っています。 

片田委員 我々の組織だと顔が見えないものですから、逆に患者さんは、言いたい放題で、子

供の注射を１回失敗すると、死ねと言われた医者がいます。もう、それがもとで嫌

になって、小児科を辞めてしまったという者もいるのですが。そういうことではな

くて、本当に先生方が努力されて、１対１でやってみえるというところを、やはり

評価されるべきではないかと思うのですね。ですから、後、経済的なこと等は、建

設の費用をできるだけ安くするとか、まあ、色んなことでもって対応して、無駄の

無い運営をするとか、そういったことで、知恵を絞るということが、僕はいいので

はないかなと。あまり、スケールメリットを求めて行うということだと、これは逆

に抜き差しならなくなってしまう可能性もありますよね。ですから、かなり重点的

な補強をされて、相変わらず、１対１の関係が続けられるようなものですね。これ

が、お医者さんを辞めさせない、患者さんがちゃんとありがとうと言ってくれると、

そしてそういう理不尽なことを言われないというのが、そこで働こうというモチベ

ーションになると思うのですね。そういったことが、お互いに通じるような病院が

できると、非常に素晴らしいなと思います。 

副委員長 病院関係者があまりしゃべってはいけないのですが、二点だけ。一つは、特殊性と

いうことを言われたのですが、実は私、ここに来る前は大府の長寿医療センターに

いました。ちょっと近いですね。実は、そこから見ると、常滑はほとんど見えない

のですね。要するに、隠れてしまっていて。こちらに来て思ったことは、先ほども

申し上げたのですが、５万くらいの人達というのは、独立した地域なのですね、見



ていると。それが経営を苦しくしているのだけれど、診療圏が狭いということが。

だけれども、ほとんど、入院患者、外来患者の８０％くらいは、常滑市民なのです

よね。このアンケートを見ると、ほとんど近いから来ていて、割と信頼関係があっ

て、先生がおっしゃったように、顔が見えると色んなことで、来ているのですね。

ほとんど他には、行っていないのですよね。何が特徴といったら、それが特徴なの

ですね。もう一つは、この診療圏に常滑市民病院しか病院がないのですよね。それ

で、同圏とかそういうところはあるのですが、そういうことをどうやって、任せよ

うとしても、急性期だけには特化できないところが、ちょっと必要なのかなと。私

は、見て思いました。それが病院の特徴です。もう一つは、これは、是非理解して

いただきたいところなのですが、経営というのは、非常に、今、片田委員も高木委

員も微妙な言い方を、奥歯に物がはさまったような言い方をされたのですが、難し

いんですよ。今日、渡した資料の中で、他の公立病院も軒並みダメなのですね。だ

からいいとは全く思わないし、なんとかしたいと思うのだけど。構造的に、そうい

う状況だということを理解していただいて、それでどうするという考え方にちょっ

と立ってほしいと思います。もし赤字を０にするのだったら、極端なことをいえば、

やめた方がいい。病院をやめた方が赤字は０です。それが、一番クリアです。極端

なことを言うとね。その一方で野放しの赤字はまずいよねと。ただ、最近の、今日

出した病院は、同規模の病院なのですが、大規模の病院は色々なのですが、同規模

の病院は軒並み苦しくなっています。苦しくなっているのは、医者が辞めていくか

らなのですね。それは、一時的な減少かもしれませんけども、医療というのは、国

が料金を決めていますので、自由競争じゃないものだから、そういうこともちょっ

と次回以降の検討の中で、少し考えていただきたいと思います。これは、お願いで

す。 

委 員 長 １６時に近くなってきたので、これは言っておきたいということがありましたら。 

橋本委員 感染症に特化しているものですから、その話しかしないのですけど。インフルエン

ザに関していえば、一旦、国に入りましたら、私としては、災害と考えています。

一感染症ではなく、災害ですね。最近、あちこちで地震が起こったりしていますが、

それは、本当に日本のある地域の狭い範囲のものですが、もし、今回インフルエン

ザが国内に入ってきましたら、もう誰も逃げられないといいますか、全国区の話に

なってしまいますので。例えば、地震でしたら大方助けに行けますけれども、イン

フルエンザでしたら、全国区なので、自分のところはなんとか自分でやらなきゃい

けない。どんな病院でも、どんなおうちでも無関係のところは、全然ないというこ

とです。感染症もできるだけ、やはり最小のところで根を絶たなくてはいけない。

一旦広がったら、後は全国区になってしまいます。そのことだけは皆さんに知って

いただきたいと。ちょっと病院のあれとは違うのですが。言いたかったことは、そ

ういうことです。 

委 員 長 今日は、本当はもう一つ、報告（３）であったような病院の連携、特に医師不足と

いうことがあって、医師不足に対して、病院同士が連携してやっていかないと、知

多半島の中での連携ということをしないと、医師不足は解消しないと。特に、この

５年とか、１０年の間に。１０年経てば違ってくるかもしれませんけれども、この



２～３年は特にそういう状況があって、その中で、病院同士の連携ということに関

しては、議論しなければいけない部分があるかもしれないと。そのもととしては、

医師不足に対して、どういう風な形で考えるのかということ。特に大学の先生にも

一言、言っていただけたらと思ったのですけど。次回もありますが、何か一言、言

われますか。 

片田委員 では、簡単に。医師不足と言うのは、実は、はるか昔から慢性的に不足していまし

て、ＯＥＣＤの最近のデータでも、医者の数はアメリカの７割と、他のＯＥＣＤの

国の半分くらいということなのですが、患者さんが実は倍いまして、空港会社です

と、お客さんが何人で職員が何人ということが普通なのですが、医療に限っては、

需給という、需と給というものが一切論議が抜けているんですね。医者の数が足り

ない、医者の数が足りないといっているけど、患者さんもいるというのは、誰も言

わないわけです。客が２倍いるのだったら、医者も２倍いる。それが半分だとかい

うわけですから、これはもう、常軌を逸したバランスなのですね。それを、かろう

じて、大学の医局の人事派遣制度がやっていたのですが、それが、封建的だという

ことで、止められてしまった。お医者さんを確保するのは、今時の若い人がどうい

ったところに行きたがるかということと一緒なんです。ですから、汚い建物だった

ら来ません。それは、間違いないです。じゃあ、逆に建物を綺麗にしたら来るかと

いったら、そうでもないのです。ここは考えておかなければいけませんね。医師不

足のため、医師会の先生方が夜間の二次救急の当直を交代で行っている例もありま

す。先程のインフルエンザではないのですが、同じように、じわじわとリスクが、

この病院にも増しているといったことを、もっと危機的に市民のみなさんも感じな

ければいけないと思うのですね。ですから、そういった時にどういうことをすれば、

医師が確保できるのかというのは、これは議論はしなければいけない問題だろうと

思います。答えは実は無いのですけどね。若者の思い通りにしたら、それが国民の

ニーズと一致するという幻想をこの政策を決めた方がお持ちだったわけですね。そ

んなことは、あり得ないわけですね。それを何かのデリバリーのシステムがなけれ

ばいけないのが、代案も何もなしで、機能しているシステムを壊してしまった。だ

から、代案が無いわけですから、これは解決策が今のところないのです。そういっ

た難題をどうやってクリアしていくかということも、必死に知恵を絞らなきゃいけ

ない。先程の顔が見えるということは、これは患者さんのためでもあるのですが、

実は医師の定着率を高めるということでも、すごく大事なことでして、だからこそ

僕は、先程あえて、ちょっとしつこいくらいに発言させていただいたのは、そうい

う意味があって言わせていただきました。 

委 員 長 とても嬉しいというか、実は非常に同感なので。やはりお互いに顔が分かるという、

常滑は今あまりお金もなくて、電子カルテなんかも全然出来ていないわけですが。

電子カルテのあるところだと、患者さんを診るよりも、コンピューターを見て話を

している、患者さんもコンピューターを見て話をしているという状況なのだけれど、

常滑は患者さんの顔を見て話をしている。そこがいいところなのかもしれないです。

そういういいところを残しながら、新しい病院が出来るかどうかと、いうところだ

と思います。ちょっと今日は時間が来たので、このあたりで、終わろうかと思うの



ですが。事務局お願いします。 

事務局長 時間がおしている中ですみません。実は、公用で欠席されています、会議所の会頭

さんから、ちょっと意見をいただいたものですから、会頭さんから二つ意見をいた

だいたのですが、一つは病院の再編等についてということで、また、次の議題とい

うことで、今日はやめまして、新病院の必要性についてということで、是非ともと

いうことであったので、紹介させていただきます。商工会議所の杉江会頭さんから

です。新病院についてということで、新病院については、現病院が築後約５０年が

経過していること、地域医療の中核的役割を果たすこと、救急医療を担うこと、中

部国際空港の直近病院としての役割、医師確保の重要性、を考えると必要と言わざ

るを得ない。しかし、市の財政状況を考慮すると、多くの繰り出し金は不可能であ

り、病院経営を優先した病院建設をしなければならないと考える。一方、限られた

財源の中で建設することになるので、当然市民の皆さんには、新病院の規模、経営

等や市の財政状況を説明し、理解をいただくことが大事と考える。こういう意見を

いただいておりますので、紹介させていただきました。以上です。 

委 員 長 議論が出尽くさなかったかもしれませんが、このあたりで終わろうと思います。市

民病院の必要性ということで、市民にとっての必要性、空港にとっての必要性、大

きく二つあると思うのですが、そのことが、一応話し合われたと思います。次回に

ついて、お願いします。 

事務局長 次回は、８月２８日(木)１４時３０分を予定しております。今日より３０分遅れま

すが、宜しくお願いいたします。それから、次回の予定でございますが、第１回目

の時にお知らせしましたように、今日の少し残りを整理していただくことが重要と

考えておりますが、それ以外に、新病院の基本的な考え方、それから運営方針、そ

れから位置、新病院の規模・建設等につきまして、ご意見をいただきたいと思いま

す。私どもの方で、建設の費用等、資料を用意させていただきたいと思います。そ

れから、先ほど来、話が出ております経営状況につきましては、第４回目の議論で

いただきたいと思っております。議論は色々あってよろしいと思うのですが、少し、

整理をしたところが、いいかと思いまして、次回は、建設についての規模と単価の

資料を用意させていただきたいと思っておりますので、宜しくお願いいたします。 

委 員 長 ありがとうございました。では、第２回新常滑市民病院あり方検討委員会をこれで

終わろうと思います。どうもありがとうございました。  

 


